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(57)【要約】
【課題】伸縮継手、切欠を橋渡しするための、かつ／又
はフローリングエレメント２の縁飾りとしての異形材レ
ールシステムで、フローリング３に対してほぼ平行なウ
エブ９を有し、該ウエブがポケット１０内に摺動可能に
係合し、該ポケット１０が、前記ウエブ９に上から係合
するカバープレート１３と、前記ウエブに下から係合す
るベースプレート１４とから形成されているものを改良
して、幅の広い使用可能性を特徴とするものを提供する
。
【解決手段】前記ポケット１０が少なくとも２つの部分
より形成され、第１の部分１１が前記カバープレート１
３を形成し、第２の部分１２が前記ベースプレート１４
を形成し、前記第１及び第２の部分１１、１２が保持手
段１８によって互いに保持され、前記保持手段１８が、
スナップ接合部を形成するためのアンダカットされたウ
エブ２０、及び／又は少なくとも１つのねじ１８を有し
ている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　伸縮継手、切欠を橋渡しするための、かつ／又はフローリングエレメント（２）の縁飾
りとしての異形材レールシステムであって、異形材レールシステム（１）が、フローリン
グ（３）に対してほぼ平行に整列された少なくとも１つのウエブ（９）を有しており、該
ウエブ（９）がポケット（１０）内に摺動可能に係合し、該ポケット（１０）が、前記ウ
エブ（９）に上から係合するカバープレート（１３）と、前記ウエブ（９）に下から係合
するベースプレート（１４）とから形成されている形式のものにおいて、
　前記ポケット（１０）が少なくとも２つの部分より形成されており、これら２つの部分
のうちの第１の部分（１１）が前記カバープレート（１３）を形成し、第２の部分（１２
）が前記ベースプレート（１４）を形成しており、前記第１の部分（１１）及び第２の部
分（１２）が保持手段（１８）によって互いに保持されており、前記保持手段（１８）が
、スナップ接合部を形成するための少なくとも１つのアンダカットされたウエブ（２０）
、及び／又は少なくとも１つのねじ（１８）を有していることを特徴とする、異形材レー
ルシステム。
【請求項２】
　前記第１の部分（１１）及び第２の部分（１２）のうちの少なくとも一方に少なくとも
１つのガイド通路（１９）が一体成形されており、該ガイド通路（１９）内に少なくとも
１つのねじ（１８）が挿入されるようになっている、請求項１記載の異形材レールシステ
ム。
【請求項３】
　前記第１の部分（１１）にガイド通路（１９）が設けられている、請求項２記載の異形
材レールシステム。
【請求項４】
　前記ポケット（１０）の深さは、フローリング（３）に対して垂直方向で見たポケット
幅の少なくとも３倍に相当する、請求項１から３までのいずれか１項記載の異形材レール
システム。
【請求項５】
　前記ポケット（１０）の深さは、フローリングエレメント（３）に対して垂直方向で見
たポケット幅の少なくとも４倍に相当する、請求項１から４までのいずれか１項記載の異
形材レールシステム。
【請求項６】
　フローリング（３）が複数のフローリングエレメント（２）より成っており、これらの
フローリングエレメント（２）と異形材レールシステム（１）とが、アンダカットされた
溝・キー異形成形部（４）を用いて、キー（６）を傾けて溝（５）内に押し込むことによ
って、キー（６）を溝（５）内にスナップ接合させることができ、端面側で互いに接続可
能である、請求項１から５までのいずれか１項記載の異形材レールシステム。
【請求項７】
　異形材レールシステム（１）の上側がフローリング（３）と整列している、請求項１か
ら６までのいずれか１項記載の異形材レールシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、伸縮継手、切欠を橋渡しするための、かつ／又はフローリングエレメントの
縁飾りとしての異形材レールシステムであって、異形材レールシステムが、フローリング
に対してほぼ平行に整列された少なくとも１つのウエブを有しており、該ウエブがポケッ
ト内に摺動可能に係合し、該ポケットが、前記ウエブに上から係合するカバープレートと
、前記ウエブに下から係合するベースプレートとから形成されている形式のものに関する
。
【背景技術】
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【０００２】
　ドイツ連邦共和国特許公開第２０２００５０２００７４号明細書によれば、冒頭に述べ
た形式の異形材レールシステムが公知である。この公知の異形材レールシステムは、主に
２つの成形材より成っており、これら２つの成形材の端面側にフローリングエレメントが
スナップ式に又はクリック式に係合（einklickbar）せしめられるようになっている。２
つの異形成形材は、互いにテレスコープ式に伸縮可能である。このために、一方の異形成
形材は、フローリングに対して平行に整列されたウエブを有しており、該ウエブは、この
ウエブに向き合うウエブのポケット内に係合する。この異形材レールシステムは、実際の
使用に際して有効であることが証明されており、本発明の出発点を成している。
【特許文献１】ドイツ連邦共和国特許公開第２０２００５０２００７４号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の課題は、冒頭に述べた形式の異形材レールシステムを改良して、幅の広い使用
可能性を特徴とするものを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この課題を解決した本発明の異形材レールシステムは、前記ポケットが少なくとも２つ
の部分より形成されており、これら２つの部分のうちの第１の部分が前記カバープレート
を形成し、第２の部分が前記ベースプレートを形成しており、前記第１の部分及び第２の
部分が保持手段によって互いに保持されており、前記保持手段が、スナップ接合部を形成
するための少なくとも１つのアンダカットされたウエブ、及び／又は少なくとも１つのね
じを有している。
【発明の効果】
【０００５】
　請求項１に記載した本発明の異形材レールシステムは、伸縮継手、切欠を橋渡しするた
めに、かつ／又はフローリングエレメントの縁飾りとして用いることができる。特に、自
然材料、例えば木よる成るフローリングは、フローリングの伸張及び収縮を考慮する必要
がある。このために、フローリング間に伸縮継手が設けられる。しかもフローリングは同
じ理由により、両壁部から間隔を保っている。つまりここでも伸縮継手が形成される。こ
のために、異形材レールシステムは、フローリングに対してほぼ平行に整列された少なく
とも１つのウエブを有しており、このウエブは、ポケット内に摺動可能に係合する。この
ような形式で、異形材レールシステムはテレスコープ式に伸縮可能であって、それによっ
てフローリングの伸張及び収縮に適合させることができる。広範囲の使用可能性を得るた
めに、この異形材レールシステムは、できるだけ大きいテレスコープ可能性を有すること
が望ましい。幅の広い伸縮継手及び切欠を確実に覆うことができるようにするために、ウ
エブは相応に長く、ポケットは相応に深く構成する必要がある。異形成形材レールは、一
般的に押出成形で製造されるので、必要な寸法精度を有する深く扁平なポケットを製造す
ることは不可能である。このような問題を解決するために、異形材レールシステムのポケ
ットは、２分割して構成されている。ポケットは一方では、ウエブに上から係合するカバ
ープレートと、ウエブに下から係合するベースプレートとから成っている。この場合、カ
バープレートは第１の部分に設けられていて、ベースプレートは第２の部分に設けられて
いる。これによって、異形成形材レールに形成される深い溝は省くことができるので、異
形成形材レールは、非常に簡単に成形することができる。ポケットの深さは、このような
形式では基本的に限定されない。２つの部分を互いに保持するために、これら２つの部分
を互いに結合する保持手段が設けられている。
【０００６】
　保持手段の簡単かつ効果的な構成は、少なくとも１つのアンダカットされたウエブであ
る。このような形式で、２つの部分は互いにスナップ式に係合するようになっており、こ
れは２つの部分の組立コストを著しく安価にする。２つの部分の簡単なスナップ接合を可
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能にするために、有利な形式で、ウエブは曲げ弾性的に構成されている。
【０００７】
　選択的に又は付加的に、保持手段は少なくとも１つのねじとして構成されている。保持
手段としてのねじは、２つの部分の互いに簡単な組み付けを保証する。しかも例えばポケ
ット内に入り込んだ異物を簡単に取り除くことができるようにするために、簡単に解除可
能な保持手段によって、ポケットに簡単に近づくことができるようになっている。
【０００８】
　ねじを簡単に締結するために、請求項２によれば、少なくとも１つの部分にガイド通路
が一体成形されている。このガイド通路内に、ねじが挿入されるようになっているので、
これによって２つの部分の確実な結合が保証される。ガイド通路は同様に、後加工を必要
とすることなしに、簡単に押出成形法により製造することができる。ねじを確実に固定す
ることができるように、ガイド通路は有利な形式でねじ山付きガイド通路として構成され
ている。選択的に又は付加的に、ねじをセルフタッピング式のねじとして構成してもよい
。このような形式で、ガイド通路内におけるねじの固定が改善されるか、又はガイド通路
の成形付与をより簡単にすることができる。
【０００９】
　請求項３に従って、ガイド通路が第１の部分内に設けられていれば、有利である。この
ような形式で、ねじの組み付けをベースプレートの方から行うことができるので、ねじ頭
は異形材レールシステムの組み立てた状態では見えないようになっている。
【００１０】
　薄いフローリングにおいても異形材レールシステムの広範囲の適合可能性を得るために
、請求項４に従って、ポケットの深さは、フローリングに対して垂直方向で見たポケット
幅の少なくとも３倍に相当するようにすれば、有利である。このような手段によって、異
形材レールシステムは、問題なく押出法で製造することができ、ひいては安価に製造する
ことができる。
【００１１】
　請求項５によれば、ポケットの深さは、フローリングエレメントに対して垂直方向で見
たポケット幅の少なくとも４倍に相当する。このような形式で、大面積の積層床パネルに
おける伸張も問題なく補償することができるので、全体的に異形成形レールシステムの非
常に広範囲の使用可能性が得られる。
【００１２】
　請求項６に従って、フローリングが複数のフローリングエレメントより成っており、こ
れらのフローリングエレメントが、アンダカットされた溝・キー異形成形部（Nut-Feder-
Profilierungen）を用いて、スナップ式に接合可能に互いに保持されるようになっていれ
ば、有利である。このような形式で、フローリングを敷設するための組立費用は安価にな
る。異形材レールシステムの敷設費用をできるだけ安価にするために、異形材レールシス
テムは、フローリングエレメントに適合する、アンダカットされた溝・キー異形成形部を
備えている。この異形成形部に、フローリングが相応にスナップ接合されるようになって
いる。この場合、フローリングエレメントにおける異形材レールシステムの保持は、端面
側で直接行われるので、フローリングに異形材レールシステムを上から係合させる必要は
ない。このような形式で、伸張継手の領域でも十分に堅固な結合部を有する、一貫したフ
ローリングが得られる。異形材レールシステムを組み立てるために、異形材レール若しく
はフローリングエレメントが傾けられ、次いでキーが、このキーに向き合う溝内に押し込
まれる。これによって、異形材レールシステムの組立は、フローリングエレメント敷設と
基本的に違いはない。これによって、フローリング全体の敷設は著しく軽減され、熟練し
ていない作業員でも敷設作業を問題なく実施することができる。特に、異形材レールシス
テムを伸張継手に整列させる必要はない。フローリングエレメントと異形材レールとその
間のスナップ接合によって、２つの部分を互いに正確に整列させることができる。フロー
リングエレメントに異形材レールシステムを上から係合させる必要がないことによって、
つまずきの危険性は低くなる。
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【００１３】
　異形材レールシステムに起因するつまずきの危険性を取り除くために、請求項７に従っ
て、少なくとも１つの異形材レールの上側と、隣接するフローリングエレメントの上側と
をほぼ同一面にすれば、好都合である。特に、異形材レールシステムは、フローリングが
どの箇所でも突き出さないように、構成されている。このようにして、異形材レールにお
けるつまづきは避けられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明を以下に図示の実施例を用いて説明する。本発明は図示の実施例のみに限定され
るものではない。
【００１５】
　図１は、隣接するフローリングエレメント２（フローリング３を形成する）を備えた異
形材レールシステム１の分解した斜視図を示す。
【００１６】
　フローリングエレメント２は端面側で、溝・キー異形成形部（キーはぎ継ぎ手）４を有
しており、この溝・キー異形成形部４は一方側で、アンダカットされた溝５によって形成
され、他方側でアンダカットされたキー６によって形成されている。フローリングエレメ
ント２を曲げ、次いでキー６を溝５内に押し込み、曲げられたフローリングエレメント２
を水平状態に戻すことによって、各フローリングエレメント２を互いにスナップ式に嵌め
込むことができる。これによって、フローリング３の特に簡単な組み付けが得られるので
、このようなフローリング３は不慣れな作業員でも敷設することができる。
【００１７】
　異形材レールシステム１は、端面側でそれぞれ１つの溝５とキー６とを有しており、こ
の溝５とキー６とは、フローリング２の溝５及びキー６に応じて成形されている。このよ
うな形式で、異形材レールシステム１は、フローリングエレメント２と同様に、このフロ
ーリングエレメント２にスナップ式に嵌め込まれる。
【００１８】
　異形材レールシステム１は、所望の長さ補償を得るためにテレスコープ式に構成されて
いる。異形材レールシステム１は、一体的なウエブ部分７と２つの部分より成るポケット
部分８とから成っている。ウエブ部分７は１つのウエブ９を有しており、このウエブ９は
、フローリング３に対してほぼ平行に、つまり水平方向に延在している。このウエブ９は
、このような形式で、異形材レールシステム１の所望のテレスコープ性を実現するために
、ポケット部分８に形成されたポケット１９内に係合する。
【００１９】
　ポケット部分８は２つの部分より構成されていて、上部の第１の部分１１と、下部の第
２の部分１２とから成っている。第１の部分１１は、ウエブ９に上から係合するカバープ
レート１３を有しており、このカバープレート１３は、異形材レールシステム１の組み立
てた状態でも見ることができる。第２の部分１２は、ウエブ９に下から係合するベースプ
レート１４を有しており、このベースプレート１４は、ポケット１０の下側区分を形成す
る。ベースプレート１４に、上方に向けられたほぼ垂直なウエブ１５が設けられており、
この垂直なウエブ１５は、下方に向けられたほぼ垂直なウエブ１６と共に、ウエブ９のた
めのストッパを形成している。このような形式で、テレスコープ摺動経路の両側が制限さ
れる。
【００２０】
　第２の部分１２に孔１７が設けられており、これらの孔１７はねじ１８によって貫通さ
れている。全異形材レールシステム１のフラットな構造を得るために、ねじ１８として有
利には皿頭ねじが使用される。
【００２１】
　第１の部分１１には、孔１７に向き合うガイド通路１９が設けられており、このガイド
通路１９内に、ねじ１８が挿入される。このガイド通路１９は、ねじ孔に対して、押出成
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１９は、２つの部分１１，１２を正確に互いに整列させる必要なしに、それぞれ任意の位
置でねじ１８を固定することができる。
【００２２】
　図２は、図１に示した異形材レールシステム１の第２実施例を示す。この場合、同じ符
号は同じ部材を示している。以下では、図１に示した実施例と異なる点についてだけ説明
する。
【００２３】
　第１の部分１１と第２の部分１２とを互いに固定するために、図２に示した実施例では
ねじ結合は省かれている。その代わり、第２の部分１２は、垂直上方に向けられたウエブ
２０を有しており、このウエブ２０は、外側でそれぞれ少なくとも１つのアンダカット部
２１を備えている。ウエブ２０は、同様にアンダカットされた、第１の部分１１の受容部
２２内に係合し、この受容部２２は、ウエブ２０に合致するように構成されている。
【００２４】
　異形材レールシステム１を組み付けるために、まずウエブ部分７が第２の部分１２のポ
ケット１０内に嵌め込まれる。次いで第１の部分１１は、ウエブ２０が受容部２２内に係
合するように、第２の部分１２に押し付けられる。第１の部分１１と第２の部分１２とを
互いに押し付ける際に、第２の部分１２の２つのウエブ２０は互いに湾曲され、この際に
、この変形は弾性的な領域内で行われる。２つの部分１１，１２の互いの終端位置に達す
ると、第２の部分１２のウエブ１５は第１の部分１１のカバープレート１３に面状に当接
する。この終端位置において、ウエブ２０は再び緊張解除され、その図２に示した形状に
なる。この図２に示した形状において、ウエブ２０は第２の部分１１のアンダカットされ
た受容部２２内に係止される。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の第１実施例による異形材レールシステムの分解した斜視図である。
【図２】本発明の第２実施例による異形材レールシステムの分解した斜視図である。
【符号の説明】
【００２６】
　１　異形材レールシステム、　２　フローリングエレメント、　３　フローリング、　
４　溝・キー異形成形部（キーはぎ継ぎ手）、　５　溝、　６　キー、　７　ウエブ部分
、　８　ポケット部分、　９　ウエブ、　１０　ポケット、　１１　第１部分、　１２　
第２部分、　１３　カバープレート、　１４　ベースプレート、　１５，１６　ウエブ、
　１７　孔、　１８　ねじ、　１９　ガイド通路、　２０　ウエブ、　２１　アンダカッ
ト部、　２２　受容部
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